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　　　令和３年２月10日提出

市第156号議案

　　　令和２年度横浜市公共事業用地費会計補正予算（第１号）

令和２年度横浜市の公共事業用地費会計補正予算（第１号）は、次に

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

　

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,255,328 千円を追加

 し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 14,122,928 千円とする。

　　　提　案　理　由

横 浜 市 長　　　林　　　文   子

　（市債の補正）

第２条　市債の変更は、「第２表　市債補正」による。

　都市開発資金事業費等を補正したいので提案する。
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第１表　歳入歳出予算補正

  　歳  　　入

補 正 前 の 額 計

22
都都 市市 開開 発発 資資 金金
事事 業業 収収 入入

11,,883366,,339999 △△ 334411,,112255 11,,449955,,227744

1 財 産 収 入 407,082 405,000 812,082

2 一般会計繰入金 429,317 △ 28,125 401,192

3 市 債 1,000,000 △ 718,000 282,000

33
公公 共共 用用 地地 先先 行行
取取 得得 事事 業業 収収 入入

88,,224477,,336622 22,,559966,,445533 1100,,884433,,881155

1 財 産 収 入 1,774,290 △ 370 1,773,920

2 基 金 繰 入 金 6,473,071 △ 3,787 6,469,284

3 繰 越 金 1 2,600,610 2,600,611

1111,,886677,,660000 22,,225555,,332288 1144,,112222,,992288

款 項 補 正 額

歳歳 入入 合合 計計

千円 千円 千円
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  　歳  　　出

補 正 前 の 額 計

22
都都 市市 開開 発発 資資 金金
事事 業業 費費

11,,883366,,339999 △△ 334411,,112255 11,,449955,,227744

1
都市開発資金
事 業 費

1,000,000 △ 718,000 282,000

2 公 債 費 836,399 376,875 1,213,274

33
公公 共共 用用 地地 先先 行行
取取 得得 事事 業業 費費

88,,224477,,336622 22,,559966,,445533 1100,,884433,,881155

1 公 債 費 8,247,361 △ 4,157 8,243,204

2 減債基金積立金 1 2,600,610 2,600,611

1111,,886677,,660000 22,,225555,,332288 1144,,112222,,992288

款 項 補 正 額

歳歳 出出 合合 計計

千円 千円 千円
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　第２表　市 債 補 正

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円 千円

都市開発資金
事 業 費

1,000,000 282,000

計計 11,,000000,,000000 228822,,000000

起債の目的
補　　　　　　　正　　　　　　　前 補　　　　　　　正　　　　　　　後

　据置期間

を含め10年

以内に償還

する。

　据置期間

を含め10年

以内に償還

する。

 5.0％

以内

  ただ

し、利

率見直

し方式

で借り

入れる

資金に

つい

て、利

率の見

直しを

行った

後にお

いて

は、当

該見直

し後の

利率と

する。

　普通貸借の

方法により、

国から借り入

れる。

　起債の時期

は令和２会計

年度。ただし、

その全部また

は一部を翌年

度以後に繰り

越し、起債す

ることができ

る。

 5.0％

以内

  ただ

し、利

率見直

し方式

で借り

入れる

資金に

つい

て、利

率の見

直しを

行った

後にお

いて

は、当

該見直

し後の

利率と

する。

　普通貸借の

方法により、

国から借り入

れる。

　起債の時期

は令和２会計

年度。ただし、

その全部また

は一部を翌年

度以後に繰り

越し、起債す

ることができ

る。

　第２表　市 債 補 正

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円 千円

都市開発資金
事 業 費

1,000,000 282,000

計計 11,,000000,,000000 228822,,000000

起債の目的
補　　　　　　　正　　　　　　　前 補　　　　　　　正　　　　　　　後

　据置期間

を含め10年

以内に償還

する。

　据置期間

を含め10年

以内に償還

する。

 5.0％

以内

  ただ

し、利

率見直

し方式

で借り

入れる

資金に

つい

て、利

率の見

直しを

行った

後にお

いて

は、当

該見直

し後の

利率と

する。

　普通貸借の

方法により、

国から借り入

れる。

　起債の時期

は令和２会計

年度。ただし、

その全部また

は一部を翌年

度以後に繰り

越し、起債す

ることができ

る。

 5.0％

以内

  ただ

し、利

率見直

し方式

で借り

入れる

資金に

つい

て、利

率の見

直しを

行った

後にお

いて

は、当

該見直

し後の

利率と

する。

　普通貸借の

方法により、

国から借り入

れる。

　起債の時期

は令和２会計

年度。ただし、

その全部また

は一部を翌年

度以後に繰り

越し、起債す

ることができ

る。




